
下関市電子入札来庁者用端末機利用規約 

 

（目 的） 

第１条 この規約は、電子入札来庁者用端末機、ＩＣカードリーダ及びプリンタ等の

付帯機器（以下「端末機等」という。）の利用に関し必要な事項を定める。 

 

（規約の同意） 

第２条 端末機等を利用する者（以下「利用者」という。）は、この規約に同意したも

のとみなす。 

 

 （利用者） 

第３条 次の各号を全て満たす者を利用者とする。 

 (1) 下関市競争入札参加有資格者名簿に登録されていること。 

 (2) 下関市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）が対応している

認証局発行の電子証明書（以下「ＩＣカード」という。）又は、簡易認証用ＩＤ・

パスワードを保有していること。 

 (3) 所有しているパソコンのトラブルやインターネットにつながる環境がない等の

事由により電子入札システムを利用できない者で、第７条に規定する利用申込み

を行っていること。 

２ ただし、やむを得ない事情により契約事務専門監が特に認めた場合は、この限り

でない。 

 

 （利用目的） 

第４条 端末機等の利用目的は、電子入札システムに係る入札及び見積合せ等（上下 

水道局分を除く。）に関することでなければならない。 

 

 （利用時間） 

第５条 端末機等の利用時間は、下関市の休日を定める条例(平成１７年条例第２号) 

第１条第１項に定める市の休日を除く、月曜日から金曜日の午前９時から午前１２ 

時まで及び午後１時から午後５時までとする。 

２ 利用時間は、原則一人１回最大３０分を限度とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、電子入札システムの保守及び事故並びに本市の都合

により端末機等が利用できない時間帯はこの限りでない。 

 

 （利用料金） 

第６条 端末機等の利用料金は、無料とする。ただし、プリンタ利用に係るＰＰＣ用

紙（Ａ４サイズ）については、利用者の負担とする。 

 

 （利用方法） 

第７条 端末機等を利用しようとする者は、あらかじめ電話で利用したい旨を伝え、

電子入札来庁者用端末機利用申請書（別記様式）を提出しなければならない。 

 

 （持参する物） 

第８条 利用者は、端末機等を利用する目的に応じて次の各号に定める物を持参しな

ければならない。 



 (1) ＰＰＣ用紙（Ａ４サイズ） 

 (2) ＩＣカード、専用のＩＣカードリーダ及びセットアップＣＤ（以下「ＩＣカー

ド等」という。）又は簡易認証用ＩＤ・パスワード 

 

 （禁止行為） 

第９条 利用者は、端末機等の利用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 第４条に規定する目的以外で利用すること。 

(2) 複数人で利用すること。  

(3) 端末機等の設定変更を行うこと。 

(4) 第８条第２号の規定により持参したＩＣカードリーダ以外の機器・ケーブル類

を接続すること。 

(5) 接続ケーブル類を抜くこと。 

(6) 電子入札システムを利用される際に必要なソフト以外のソフトをインストール

すること。 

(7) 第８条第２号の規定により持参したセットアップＣＤ以外のフロッピーディス

ク、ＣＤ、ＤＶＤ又はＵＳＢメモリ等を使用すること。 

(8) その他端末故障の原因となる行為を行うこと。 

 

 （遵守事項） 

第１０条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 端末機等は一人で使用すること。 

(2) 端末機等の操作には、細心の注意を払うこと。 

(3) 利用中、端末機等の故障又は異常に気がついたときは、速やかに本市職員（以 

下「職員」という。）に知らせること。 

 (4) 利用終了時は、職員に知らせること。 

 (5) 職員の指示に従うこと。 

 

 （留意事項） 

第１１条 利用者は、次の事項を留意しなければならない。 

 (1) 利用開始後、職員は一切質問に答えないものとする。 

 (2) 操作に関する質問は、備え付けの「下関市電子入札システム操作マニュアル」

等を参照若しくは、下関市電子入札システムヘルプデスクへ問い合わせること。 

 (3) 端末機等から離れた時点で、利用を終了したものとみなす。 

 (4) 入札等締切日時前等、利用者が集中すると思われる時間帯の利用を避け、時間

的余裕を持って利用すること。 

 (5) 端末機等の調整及び修理並びに本市の都合により端末機等が利用できない場

合がある。 

 

 （退出等） 

第１２条 職員は、利用者が第９条に規定する禁止事項を行ったと認められる場合は、 

その時点で利用を停止させる等の措置を講ずることができるものとする。 

 

 （復旧費用の負担） 

第１３条 端末機等を故意又は過失により破損させた利用者又は端末機等の設定変更 

を行った利用者は、その復旧に係る費用を負担しなければならない。 



 

 （免責事項） 

第１４条 端末機等を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者

に与えた損害については、本市はいかなる責任も負わないものとする。 

２ 利用者は、端末機等の利用により発生した一切の損害について、下関市に対しそ

の責任を問わないこととする。 

３ 利用者は、端末機等を利用したことにより生じた自己の損害及び第三者に与えた 

損害について、その損害が直接的又は間接的かを問わず、自己の責任において解決

することとする。 

４ 下関市は、利用者以外の者による利用者のＩＣカード等又は簡易認証用ＩＤ・パ

スワードを使用し端末機等を利用したことにより利用者に生じた損害、若しくは電

子入札システムの運用停止、休止、中断又は制限等により発生した利用者の損害又

は利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。 

 

 （規約の変更） 

第１５条 下関市は、必要に応じ利用者に事前通知を行うことなく本規約を変更し、

又は新たな条項を追加することができるものとする。 

 

 （その他） 

第１６条 本規約に定めのない事項については、本市の解釈によるものとする。 

 

 

  附 則 

 （施行期日） 

この規約は、平成２７年１２月２４日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２８年７月１５日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年５月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第７条関係） 

電子入札来庁者用端末機利用申請書 

 

  年  月  日 

(宛先)下関市長  

申請者所在地：      

商号又は名称： 

利用者氏名：                             

電話番号： 

 

 

下記のとおり、電子入札来庁者用端末機等を利用したいので、下関市電子入札来庁

者用端末機利用規約を同意のうえ申請します。 

 

記 

 

※該当する箇所に○をつけてください。 

利 用 す る 内 容 

区  分 工事・コンサル 物品･役務 少額物品 

案 件 名  

目      的 

１ 入札及び見積合せ等に参加するため 

２ その他（                            ） 

理     由 

１ パソコンのトラブル 

２ インターネットにつながる環境がないため 

３ パソコンを保有していないため 

４ その他（                            ） 
 

下 関 市 使 用 欄 

端末機番号  

開 始 時 刻 ： 

終 了 時 刻 ： 

備   考  


